
浄化槽保守点検業登録申請の手引き 

 

○新規登録又は更新登録の場合 

（必要書類） 

・浄化槽保守点検登録申請書（別記様式第２号） 

・業務を担当する役員等（別紙１） 

・営業区域、浄化槽管理士（別紙２） 

・誓約書（別記様式第３号） 

・浄化槽保守点検器具明細書（別記様式第４号） 

・連絡（予定）浄化槽清掃業者一覧（別記様式第５号） 

（添付書類） 

・法人にあっては、定款及び登記簿の謄本（履歴事項全部証明書） 

・個人にあっては、住民票 

・営業所に置かれる浄化槽管理士の免状（コピー）及び住民票 

（登録手数料） 

・１件につき３０，０００円を県証紙にて納付 

（その他） 

・法人において定款には、末尾に「この写しは当社の定款と相違ないことを証する」と記入し、年

月日、法人名及び代表者職氏名を記入し、押印してください。 

・住民票は必ず「個人番号」、「住民票コード」が印字されていないものをご準備ください。 

・提出書類及び添付書類は２部（正副）必要です。なお、副本はコピーでもかまいません。 

 

 

○変更の届出の場合（必要書類及び添付書類） 

※提出書類及び書類は２部（正副）必要、なお、副本はコピー可 

① 登録者の氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者氏名 

・浄化槽保守点検業登録事項変更届出書（別記様式第８号） 

・法人は、登記簿謄本（履歴事項全部証明書）。個人は、住民票。 

② 登録者の法人の代表者の変更 

・浄化槽保守点検業登録事項変更届出書（別記様式第８号） 

・誓約書（別記様式第３号） 

・登記簿謄本（履歴事項全部証明書）（商業登記の変更を必要とする場合） 

③ 営業所の名称及び所在地 

・浄化槽保守点検業登録事項変更届出書（別記様式第８号） 

・登記簿謄本（履歴事項全部証明書）（商業登記の変更を必要とする場合） 

④ 法人の役員の変更 

・浄化槽保守点検業登録事項変更届出書（別記様式第８号） 

・業務を担当する役員等（別紙１）（新たに役員となる者がある場合） 

・誓約書（別記様式第３号）（新たに役員となる者がある場合） 

・登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

⑤ 営業区域の変更（縮小） 

・浄化槽保守点検業登録事項変更届出書（別記様式第８号） 

・営業区域、浄化槽管理士（別紙２） 

⑥ 浄化槽管理士の変更 

・浄化槽保守点検業登録事項変更届出書（別記様式第８号） 

・営業区域、浄化槽管理士（別紙２） 

・営業所ごとに置かれる浄化槽管理士の免状（写し）及び住民票 

 

 

 

 

 

 



○営業区域の変更（拡大）の場合（必要書類） 

・浄化槽保守点検業登録申請書（別記様式第２号） 

・営業区域、浄化槽管理士（別紙２） 

・浄化槽保守点検器具明細書（別記様式第４号） 

・連絡（予定）浄化槽清掃業者一覧（別記様式５号） 

（登録手数料） 

・１６，５００円を県証紙にて納付 

 

 

○廃業届出の場合（必要書類） 

・浄化槽保守点検業廃業届出書（別記様式第９号） 

・廃業の理由が分かるもの（提出可能ものがあれば） 


